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委員長佐 藤洋殿
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食品健康影響評価について

食品安全基本法（平成 15年法律第48号） 第24条第 1項第 1号及び第 2

項の規定に基づき、下記事項に係る同法第 11条第 1項に規定する食品健康影

響評価について、貴委員会の意見を求めます。

コい＝コロ

食品衛生法 （昭和 22年法律第 23 3号）第 11条第 1項の規定に基づき、

同項の食品の規格として、別添の 6品目の農薬の食品中の残留基準を設定する

こと。



知l添

品目名 英名 主な用途

4－アミノピリジン 4-AMINOPYRIDINE 農薬・鳥類忌避剤

2 ク口口ベンジレート CHLOROBENZILATE 農薬・ダニ駆除剤

3 ジノセブ DINOSEB 農薬・除草剤

4 チオメトン THIOMETON 農薬・殺虫剤・殺ダニ駆除剤

5 チフェンスルフ口ン THIFENSULFURON 農薬・除草剤

6 トリク口口酢酸ナトリウム塩 （TCA) SODIUM TCA 農薬・除草剤


